
日本マクドナルドホールディングスの知財戦略
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事業概要： 日本マクドナルドホールディングス株式会社は、日本マクドナルド株式会社を中核会社と
して、日本国内でハンバーガーレストラン事業を展開している。日本マクドナルド株式会社は直営店
方式による店舗運営と、フランチャイズ方式による店舗展開を行っている。日本マクドナルドの事業
は、米国McDonald's Corporationとのライセンス契約に基づき、商標、商号、店舗運営に関するノウ
ハウ、フランチャイズ権の使用許諾を受けて展開されている。公開情報では、当該ライセンス契約は
1971年7月14日に当初締結され、1998年8月26日に締結、2018年10月29日に改訂され、現行期間
は2011年1月1日から2030年12月31日までとされている。日本国内のマクドナルド店舗は、直営店
舗とフランチャイズ店舗を通じて運営され、フランチャイジーに対して商標やノウハウの使用を許諾す
る仕組みを含む事業構造を採っている。 
 
財務： 日本マクドナルドホールディングスの公式IR資料によれば、連結売上高は2021年12月期
317,695百万円、2022年12月期352,300百万円、2023年12月期381,989百万円、2024年12月期
405,477百万円、2025年12月期416,602百万円である。経常利益は2021年12月期33,618百万円、
2022年12月期32,813百万円、2023年12月期40,734百万円、2024年12月期47,389百万円、2025
年12月期52,051百万円である。親会社株主に帰属する当期純利益は2025年12月期に33,909百万
円、純資産は280,467百万円、総資産は364,473百万円である。自己資本比率は2025年12月期に
77.0%、自己資本当期純利益率（ROE）は12.7%である。連結キャッシュ・フロー計算書では、2025
年12月期の営業活動によるキャッシュ・フローは53,240百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー
は△42,474百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△6,672百万円である。 
 
技術・知財： Gビズインフォにおいて、日本マクドナルド株式会社および日本マクドナルドホールディ
ングス株式会社について、特許、意匠、商標の登録件数はいずれも0件と表示されている。一方、日
本国内で使用されるマクドナルド関連の商標については、J-PlatPat上で「マクドナルド インターナショ
ナル プロパティー カンパニー リミテッド」名義の商標登録が確認できる。日本マクドナルドは、米国
McDonald's Corporationとの契約に基づき商標、商号、ノウハウ等の使用許諾を受けている。また、
個人情報保護方針では、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止のための安全管理措置、組織的安
全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置、外国で個人情報を
取り扱う場合の外的環境の把握が記載されている。さらに、元クルーとの関係維持に関して、
Matchbox Technologiesが提供する「matchbox」を活用したOBOG活用の仕組みが導入されてい
る。 
 
戦略・成長： 日本マクドナルドの事業は、商標、商号、ノウハウ等のライセンスを受けた上で、国内店
舗の直営運営とフランチャイズ展開を行う構造である。フランチャイズ店舗に対しては、マクドナルド
の標章やノウハウの使用を含む事業運営上の許諾が行われる。2025年12月期までの公式財務
データでは、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益がいずれも2021年
12月期比で増加している。本文では、知的財産の所有主体と日本国内での運用主体を分けた構
造、米国McDonald's Corporationとの契約、日本国内のフランチャイズ契約、プライバシーポリシー
上のデータ管理、Matchbox Technologiesのシステムを利用した元クルー活用、サプライチェーン関
連契約を、事業運営と知的財産活用に関係する公開情報として整理している。 



 
リスク・ESG： 日本マクドナルドの事業は、米国McDonald's Corporationとのライセンス契約、国内フ
ランチャイズ契約、サプライチェーン管理、個人情報保護、店舗品質管理に関する枠組みに依存して
いる。2014年には原材料取引に係る事象が発生し、ブランド等に影響があったことが有価証券報告
書で説明されている。その後、2017年2月1日にはOSIグループ有限責任会社との業務協定契約が
締結されている。個人情報保護方針では、安全管理措置、従業者の監督、委託先の監督、外国で
個人情報を取り扱う場合の制度把握が記載されている。人的資本に関しては、本文で女性労働者
比率、現役クルー、元クルー、OBOG活用の仕組みに触れている。これらは、店舗運営、ブランド管
理、品質管理、人材確保、個人情報管理に関係する公開情報である。 

序論：外食産業における知的財産と事業モデルの融合の高度
化 
現代のグローバルビジネスにおいて、企業価値の源泉は有形資産から無形資産へと急速に移行し
ている。特にクイックサービスレストラン（QSR）産業においては、提供される飲食物そのものの物理
的価値を超えて、ブランド認知、標準化されたオペレーションノウハウ、顧客データ、そしてサプライ
チェーンマネジメントに関わる知的財産（IP）が、競争優位性を決定づける中核的な要素となってい
る。本報告書は、日本市場において圧倒的な市場シェアとブランド力を持つ日本マクドナルドホール
ディングス株式会社（以下、日本マクドナルド）の知的財産戦略について、法務、財務、および事業運
営の多角的な視点から網羅的に分析するものである。 
 
日本マクドナルドの知的財産戦略を理解する上で最も重要な前提は、同社が独自に特許や商標を
創出・保有する「研究開発・自己所有型」の企業ではなく、グローバルに確立された強力な知的財産
をライセンスによって導入し、それを日本国内の市場環境に最適化して運用する「実装・展開型」の
企業であるという点である。公的なデータベースであるGビズインフォの記録によれば、日本マクドナ
ルド本体（法人番号：5011101033783 および 8011101029028）は、特許、意匠、商標のいずれの知
的財産権も自社名義では保有していない（保有件数ゼロ）[1][2]。年間売上高が4,000億円を超える
規模の企業が自社名義の商標権や特許権を持たないという事実は、一般的な事業会社とは全く異
なる高度な知財ガバナンス構造を有していることを示唆している。 
 
この事業モデルにおいて、知的財産は単なる法的な権利保護の手段にとどまらず、フランチャイズビ
ジネスを成立させるための根幹的なインフラとして機能している。本分析では、同社が米国本社およ
びグローバルな知財管理法人が保有する知的財産をどのように活用し、法的保護とコンプライアン
スの枠組みの中で企業価値の最大化を図っているかについて、具体的な出願データ、過去の判例、
ライセンス契約の実態、および財務データに基づいて深い洞察を提供する。 

グローバル知財集中管理モデルの構造と戦略的意義 
知的財産の所有と運用の完全な分離によるファイアウォール構築 

日本マクドナルドの知的財産戦略における最大の特徴は、事業運営主体と知的財産保有主体の完
全な分離である。日本国内で展開されるマクドナルドの商標（ブランドロゴ、商品名、キャンペーン名
など）は、「マクドナルド インターナショナル プロパティー カンパニー リミテッド（McDonald's 
International Property Company, Limited）」というグローバルな知財管理法人の名義で出願・登録
されている[3]。例えば、特許庁のJ-PlatPatによる公報データにおいて、商標出願番号2018-055108
（2018年4月25日出願）、商標公報番号6120203として登録・存続している権利も、同知財管理法人



の名義となっている[3]。 
 
この法人は、世界各国のマクドナルドブランドに関わる商標権を一元的に管理する特別目的会社（
SPV）として機能しており、日本市場においても継続的かつ戦略的に権利の取得と維持を行ってい
る。同社名義の商標出願・登録は、J-PlatPat上で確認できる。公開商標情報からは、同知財管理法
人の名義で日本における商標権の取得・維持が行われていることが確認できる[3][4]。 
 
この「知財の所有と運用の分離」戦略には、極めて高度な経営的意図が内包されている。第一に、ブ
ランド価値のグローバルな均質性の担保である。知的財産を一元管理することで、各国の子会社や
フランチャイジーが独自の判断でブランドを改変するリスクを完全に排除し、「マクドナルド」という統
一されたブランドエクイティを維持することが可能となる。第二に、法的リスクの遮断である。事業運
営会社である日本マクドナルドが、仮に労務問題や消費者訴訟などの甚大な事業リスクに直面した
場合でも、最も価値のある無形資産である商標権が別法人に帰属しているため、事業リスクがブラ
ンド資産そのものの差し押さえ等に波及することを防ぐファイアウォールの役割を果たしている。 

米国マクドナルドとのマスターライセンス契約の重層的構造 

日本マクドナルドの事業の存立基盤は、米国マクドナルド・コーポレーション（以下、米国マクドナル
ド）との間で締結されている包括的なライセンス契約にある。有価証券報告書の開示によれば、この
マスターライセンス契約は1971年7月14日に初めて締結され、日本のQSR産業の黎明期を切り開い
た[6]。その後、ビジネスモデルの成熟に合わせて1998年8月26日に契約が再締結され、さらに近年
の事業環境の変化に対応するため、2018年10月29日には価格合意に関する包括的な規定を定め
る改訂が行われている[6]。 
 
このライセンス契約に基づき、日本マクドナルドは米国マクドナルドが有する商標、商号、およびオペ
レーションに関するノウハウ（営業秘密）の使用許諾を受け、日本国内におけるマクドナルド・レストラ
ンの運営を行っている[6]。当該契約について、有価証券報告書では現行期間が2011年1月1日から
2030年12月31日までとされている[6]。 
 
さらに、日本国内のフランチャイズ展開においても、このライセンス構造は連鎖的に機能している。日
本マクドナルドは、直営店方式による店舗運営を行うとともに、フランチャイズ方式による店舗展開を
通じて事業を拡大している[6]。日本マクドナルド本体は米国マクドナルドに対して許諾されたライセン
スに対するロイヤルティーを支払う一方で、日本国内においては、フランチャイズ店舗を経営するフ
ランチャイジーに対してノウハウおよび商標等のサブ・ライセンス（再許諾）を与え、今度はフランチャ
イジーからロイヤルティーを収受するという多層的な収益構造を構築している[6]。この構造におい
て、知的財産（商標とノウハウ）は、末端のフランチャイジーを統制し、チェーン全体の品質を維持す
るための最も強力なガバナンス・ツールとして機能しているのである。 

知的財産活用による財務的成果と企業価値の創出 
ライセンスされた知的財産とノウハウを駆使した日本マクドナルドの事業運営は、極めて強固な財務
的成果を生み出している。知的財産の自社開発にかかる莫大な研究開発費や、数万件に及ぶ特
許・商標の権利維持費を直接的に負担せず、最適化されたオペレーションシステムと圧倒的なブラン
ド認知度をライセンスとして活用することで、効率的な資本回転と高い収益性を実現している。以下
の表は、日本マクドナルドホールディングス公式IR資料に基づく2021年12月期から2025年12月期
までの主要な連結経営指標の推移である[5]。 
 



決算年
月 
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（百万
円） 

営業利
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経常利
益（百万

円） 
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（百万
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自己資
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%） 

自己資
本当期
純利益
率（ROE
）（%） 

2021年
12月 

317,695 34,518 33,618 23,945 194,222 260,113 74.7 13.0 

2022年
12月 

352,300 33,807 32,813 19,937 206,724 277,365 74.5 9.9 

2023年
12月 

381,989 40,877 40,734 25,163 226,673 311,393 72.8 11.6 

2024年
12月 

405,477 48,021 47,389 31,961 253,044 337,094 75.1 13.3 

2025年
12月 

416,602 53,257 52,051 33,909 280,467 364,473 77.0 12.7 

 
また、2025年12月期の連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）は以下の通りである[5]。 
 

科目 2025年12月期（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,240 

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,474 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,672 

現金及び現金同等物の期末残高 71,422 

 
この包括的な財務データから読み取れる知的財産戦略との相関性は極めて重要である。売上高は
2021年の3,176億円から2025年の4,166億円へと増加している[5]。この継続的なトップラインの成長
は、ブランドという無形資産の価値が日本市場において着実に向上し、消費者の高いロイヤルティを
獲得し続けていることを如実に示している。 
 
特に着目すべきは、自己資本当期純利益率（ROE）の推移である。2022年に原材料価格の高騰や
急激な為替変動などのマクロ外部環境要因により一時的に9.9%に低下したものの、2023年は
11.6%、2024年は13.3%、2025年は12.7%である[5]。自社で巨額の技術的な研究開発部門や特許
ポートフォリオを抱えることなく、米国本社からの完成されたブランドとノウハウのライセンスを活用
し、さらにフランチャイジーからサブ・ライセンスによるロイヤルティを収受する「アセットライト（資産を
持たない）」な事業モデルが、この極めて高い資本効率を支えている。 
 



さらに、営業活動によるキャッシュ・フローは2025年12月期に532億円に達している[5]。この強固な
キャッシュ創出力は、ブランド力（商標）という顧客誘引力と、効率的な店舗運営ノウハウ（営業秘密）
の融合がもたらす直接的な財務的果実であると評価できる。米国マクドナルドに対するロイヤル
ティーの支払いは、損益計算書上は販管費などの費用として計上されるものの、戦略的な観点から
見れば、世界最高峰のブランド資産と最新のオペレーションシステムに対する継続的な利用料であ
ると同時に、ブランド価値を維持・向上させるための共同投資としての性質を持っている。日本マクド
ナルドの持続的な利益成長は、このロイヤルティーという「知的財産の使用コスト」を遥かに上回る
付加価値を、日本市場における優れた実行力（ローカライズされたマーケティング、独自商品の開
発、きめ細やかなサプライチェーン管理）によって創出していることを証明している。 

ブランド保護と不正競争防止法をめぐる法的係争の深い分析 
これほどまでに強力なブランドと収益モデルを構築すれば、必然的に模倣やただ乗りのリスク、ある
いはフランチャイズ・システム内部での利害対立による権利侵害リスクに晒される。日本マクドナルド
の知的財産戦略において、ブランドの希釈化を防ぎ、自社の営業上の利益を保護するための法的
措置は不可欠な要素となっている。同社はこれまで、不正競争防止法などを根拠とする重要な法的
係争を経験しており、これらの判例は同社の無形資産が法的にどのように評価され、保護されてい
るかを示す重要な指標となっている。 

著名商標の保護と混同の法理：最高裁判所判決の歴史的示唆 

日本マクドナルドのブランド保護戦略の強固さを示す最も著名かつ歴史的な事例の一つが、最高裁
判所まで争われた不正競争防止法に関する事件（最判昭和56年10月13日、最高裁判所民事判例
集35巻7号1129頁）である[7]。この事案において中核的な争点となったのは、当時の不正競争防止
法第1条第1項第1号における「商品の混同」と、同項柱書における「営業上の利益を害されるおそ
れ」の解釈、および商標権者による類似標章の使用と不正競争行為の関係性である[7]。 
 
最高裁判所の判決によれば、「不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同の事実が認められ
る場合には特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがあるものというべき」と判示さ
れ、原審の判断が正当として是認された[7]。この判決の法理的な核心は、マクドナルドのような極め
て強力で周知著名なブランドにおいて、第三者が類似する表示を使用して消費者に混同を生じさせ
た場合、原告側が具体的な売上減少などの損害額を詳細に立証するまでもなく、当然に営業上の利
益が害される「おそれ」があると法的に推定されるという点にある。これは、著名ブランドの無形資産
価値そのものを手厚く保護する画期的な判断であった。 
 
さらに深い法的・戦略的洞察として、この判決では出所の表示としてのブランドの広がりが明確に認
識されている。本件において、混同される主体（出所）は「日本マクドナルド株式会社単体」に限定さ
れるものではなく、「米国マクドナルド・コーポレーションを含むグループ表示」として認識されることが
示唆された[7]。これは、前述した「知的財産のグローバル集中管理モデル」が日本の司法の場にお
いても事実上機能し、日本法人が直接の商標権者でなくとも、マクドナルド・グループ全体としてのブ
ランドの同一性と信用が不正競争防止法上の保護の対象となっていることを意味する。企業にとっ
て、自社ブランドが単なる一企業の商品名を超えて、グローバルな事業体全体の信用を体現するも
のとして法的に認知されたことは、以降の模倣品排除やブランド維持戦略において極めて強力な基
盤となった。 

フランチャイズ契約の解除と無形資産（のれん）の帰属をめぐる知財高裁判決 



知的財産が事業の根幹を成すフランチャイズシステムにおいて、契約解除時の知的財産の使用停
止やノウハウの帰属は最も先鋭的な法的課題となる。フランチャイジーは長年にわたりブランドの構
築に寄与してきたという自負を持つため、契約終了時に「営業権（のれん）」の買い取りや補償を求め
るケースが少なくない。この点を極めて明確に浮き彫りにしたのが、2007年の「マクドナルド フラン
チャイズ契約解除事件」に関する知的財産高等裁判所の控訴審判決（平成19年9月27日、平成18(
ネ)10032号）である[8]。この判決は、原審である東京地方裁判所の判決（平成18年2月21日、平成
17(ワ)14972号・同22496号不正競争行為差止等請求本訴事件・損害賠償等請求反訴事件）を支持
するものであった[8]。 
 
この事案の背景には、非常に複雑で長期にわたる経緯が存在する。平成4年（1992年）末に日本マ
クドナルド（原告）と長崎屋との間で店舗建物の無断転貸問題が発生し、その後、平成5年（1993年）
7月に原告と被告（のちのフランチャイジー）との間で当該店舗での委託販売契約が締結された[8]。
その後、平成8年（1996年）5月31日に原告と被告間で店舗の有形・無形固定資産の売買契約が締
結され、翌6月1日から正式なフランチャイズ契約へと移行した[8]。しかし、平成12年（2000年）3月頃
から被告による納入業者への支払い遅延が発生し、同年8月には法人税等滞納を理由とする差押
処分を受ける事態となった[8]。日本マクドナルド側は平成12年9月から平成15年3月にかけて数次
に亘る審査と改善事項の提言を行ったものの改善が見られず、平成15年（2003年）5月に第1回の
解除の意思表示を行い、その後調停不成立を経て、平成17年（2005年）3月までに計3回の解除通
知を行ったという経緯がある[8]。 
 
この訴訟において、原告（日本マクドナルド）はフランチャイズ契約解除後の店舗における標章（商
標）の不正使用の差し止めや損害賠償を求めた（本訴）[8]。これに対し、被告（元フランチャイジー）
は、原告直営店での委託販売契約からフランチャイズ契約への転換を望んでいた被告に対し、原告
側が直営店舗の有形・無形固定資産（営業権）を買い取らせたのは優越的地位の濫用にあたり、民
法90条の公序良俗に反して無効であると主張し、不当利得返還等を求めて反訴を提起した[8]。 
 
知的財産高等裁判所は、無形固定資産（営業権）買取りの経済的合理性を認め、委託販売契約上
のマージンの位置づけや、それがFC契約前の売買契約であって原告がフランチャイザーとしての地
位を不当に利用したものではないことなどを理由に、被告の主張（不当利得返還請求）を退け、控訴
を棄却した（日本マクドナルド側の勝訴）[8]。 
 
この判決が示す知財戦略上の深い意味は、フランチャイズビジネスにおける「ブランド価値（のれ
ん）」と「サブ・ライセンス」の法的性格の厳格な確認である。フランチャイジーは、フランチャイズ契約
に基づいてロイヤルティを支払い、一時的にブランドやノウハウを使用する権利を得るが、それはあ
くまでライセンスの範囲内に留まり、店舗の営業権（ブランドそのものの所有権や永続的なのれん）
を獲得するわけではない。契約が適法に解除されれば、ただちに商標の使用を停止し、営業秘密と
してのノウハウを放棄しなければならない。日本マクドナルドは、単に契約書を交わすだけでなく、実
務上の厳格なプロセス（数年間にわたる審査や継続的な改善提言のプロセス[8]）を尽くした上で契
約解除に踏み切っており、自社の最重要資産であるブランドとノウハウが、不適格となったフランチャ
イジーによって毀損されることを防ぐための極めて実効的で適法な防衛策を運用していることが、こ
の判例から明確に読み取れる。 

営業秘密とデータガバナンス：次世代の知的財産としての人
的資本管理 
現代の知財戦略において、特許や商標と同等、あるいはそれ以上に重要性を増しているのが、「営
業秘密（Trade Secrets）」と「データ」の保護・活用である。日本マクドナルドは、日々数百万人の顧



客に対応する膨大なオペレーションデータと、全国で働く数十万人のクルー（従業員）に関する人的
資本データを保有しており、これらの情報資産の管理体制は同社の競争力の源泉となっている。 

個人情報と営業秘密の厳格な保護体制と越境データ移転の管理 

日本マクドナルドの個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の第9条「安全管理措置」において、
同社は顧客の個人情報について、漏えい、滅失または毀損の防止等、その安全管理のために必要
かつ適切な安全管理措置を講じていることを明記している[9]。2026年5月14日に改訂された最新の
ポリシーにおいて特に注目すべきは、「外的環境の把握」として、外国において個人情報を取り扱う
場合に、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で安全管理措置を実施している
点である[9]。 
 
これは単なる形式的なコンプライアンスの表明にとどまらず、同社がモバイルオーダーや独自アプリ
の運用においてグローバルなITインフラストラクチャーを利用していること、そして国境を越えたデー
タの取り扱いにおいて、各国のデータプライバシー規制に対する高度なリーガルリスクマネジメントを
機能させていることを示唆している。日本マクドナルドの顧客サービス室（フリーダイヤル
0120-010-916）には日々膨大な顧客の声が寄せられており[9]、これらの対応履歴やアプリから得ら
れる顧客行動分析データは、マーケティングを最適化するための極めて重要な営業秘密である。こ
れらの情報資産を「法的保護に値する営業秘密（不正競争防止法第2条第6項）」として維持するた
めには、このような厳格なアクセス制御と外国の法制度をも見据えた安全管理措置が不可欠であ
る。 

「matchbox」導入に見るHRテクノロジーの活用とノウハウの融合 

知的財産の外部活用と自社の人的資本データ（営業秘密）の融合という観点から極めて革新的なの
が、近年同社が展開している「OBOG（元クルー）活用の仕組み」である。日本マクドナルドは、労働
者に占める女性労働者の割合が49.0%に達するなど多様な人材が活躍する職場であり[1]、これま
でに約300万人のクルーを輩出してきたという巨大な人的ネットワーク（アルムナイ）を保有している
[10]。この潜在的かつ高品質な労働力に直接アプローチするため、同社は株式会社Matchbox 
Technologiesが提供するシステム「matchbox」を導入し、元クルーとつながり続ける新たな仕組みを
構築した[10]。 
 
この取り組みの知財戦略的意義は、「自社専用のデータベース」の構築と「スポットワークの内製化」
にある[10]。従来、短期的な労働力の確保は外部の求人プラットフォームや派遣会社に依存すること
が多かったが、「matchbox」を通じてアルムナイとのつながりを自社専用のデータベースとして管理
することにより、日本マクドナルドは「自社の厨房オペレーションや接客ノウハウ（営業秘密）をすでに
習得している即戦力人材」のデータを自社内に囲い込むことに成功した。これは、外部プラットフォー
ムへの依存度を下げ、自社内に極めて価値の高い情報資産（特定スキルを持った人材のオンデマ
ンドな労働力データ）を蓄積する戦略に他ならない。 
 
さらに、システムを提供するMatchbox Technologies社は、スポットワークの適正運用や法令のきめ
細かい対応に関して「特許による機能の強み」を有している[10]。同システムは、どの業務を作業単
位まで切り出せば初回から任せやすいか、どの時間帯に設定すれば応募が集まりやすいかといっ
た、現場が無理なく回る設計を伴っている[10]。日本マクドナルド自身は特許を取得・保有していない
が[1]、このように特許技術を有する外部の先進的なHRテクノロジー企業とパートナーシップを結ぶ
ことで、最新のテクノロジーを効果的に活用している。自社でゼロからシステムを開発して特許を取
得するリスクと莫大なコストを回避しつつ、特許技術が組み込まれたプラットフォーム上で「300万人
のマクドナルド・アルムナイ」という他社には絶対に模倣できない独自のデータ資産を運用する。これ



こそが、特許非保有企業における極めて洗練された「オープン・イノベーション型知財戦略」の好例で
ある。 

事業上のリスク管理とサプライチェーンにおけるブランド防衛 
日本マクドナルドのビジネスモデルは知的財産のライセンスに大きく依存しているため、その前提と
なる契約関係や、ブランドエクイティに甚大な影響を与えるサプライチェーンの問題、さらには独自の
エコシステム構築は、知財戦略と表裏一体の「事業等のリスク」として厳格に管理されている。 

マスターライセンス契約に内在する構造的リスクとガバナンス 

前述の通り、日本マクドナルドは米国マクドナルドとの間で締結され、現行期間が2011年1月1日か
ら2030年12月31日までとされるライセンス契約に基づいて事業を営んでいる[6]。この契約は事業の
継続に関わる契約であり、仮に日本マクドナルド側が契約上の重大な義務（品質基準の維持、ブラ
ンドガイドラインの遵守、ロイヤルティの支払い等）に違反した場合、米国本社から契約を解除される
リスクが存在している。万が一この契約が終了した場合、日本マクドナルドは「マクドナルド」の商標
を使用できなくなり、独自のオペレーションシステムも喪失するため、事実上事業の継続が不可能と
なる。 
 
したがって、同社の経営層にとって最大の知財戦略は「新しい権利を自ら創出すること」ではなく、
「既存のライセンス契約を瑕疵なく維持し、米国本社からの信頼と評価を高く保ち続けるためのコン
プライアンスおよび品質管理体制を徹底すること」となる。この構造的要因が、同社における極めて
強力なトップダウン型のブランド・ガバナンスと、全国の店舗レベルでの厳格なオペレーション遵守の
推進力となっている。 

サプライチェーンのインシデントと業務協定契約によるリスクヘッジ 

ブランドという知的財産は、消費者の「安全性と品質に対する信頼」の上に成り立っているため、製
品の品質や安全性に関するインシデントが発生した場合、その無形資産価値は一瞬にして毀損され
る。日本マクドナルドにとって、これを象徴する出来事が2014年に発生した原材料取引に係る事象
である[6]。一部の海外サプライヤーによる不適切な品質管理が露見したこの問題は、同社グループ
のブランドエクイティ（商標が持つ顧客誘引力と信用）に深刻な悪影響を与え、一時的な業績低迷を
招いた。 
 
この経験から、同社はサプライチェーンの透明性と品質管理をブランド保護の最重要課題と位置づ
け、再発防止策を徹底している。有価証券報告書の記載によれば、同社は2017年2月1日に、主要
なグローバルサプライヤーの一つである「OSIグループ有限責任会社」との間で業務協定契約を締
結している[6]。この契約は、2014年の事象が自社ブランドに与えた甚大な影響を背景として、調達
網における厳格な品質基準の遵守、トレーサビリティの確保、および責任の所在を明確にするため
の法的な枠組みであると推察される。 
 
ここから得られる深い洞察は、食の安全・安心に関わるサプライチェーン・マネジメントが、単なる購
買・物流部門の業務にとどまらず、最上位の「知的財産（ブランド）保護戦略」の一部として機能して
いるという事実である。外部委託先（サプライヤー）が製造ノウハウや品質基準（営業秘密）から逸脱
することは、直接的に商標価値の暴落を意味する。日本マクドナルドは、サプライヤーとの間で厳格
な法的契約を結ぶことで、外部要因によるブランド毀損リスクを最小化し、ライセンシーとしての責務
を果たしているのである。 



決済手段の独自展開による顧客囲い込みとエコシステムの拡大 

また、同社は1991年10月30日に「前払式支払手段（第三者型）発行者登録」の認定を受けている[2]
。これはマックカード等の独自決済手段の発行に関連する法的要件を満たしたものであり、同社が
単なる飲食業にとどまらず、自社ブランドの信用力を背景とした金融的エコシステムを古くから構築
してきたことを示している。決済手段を自社内で提供することは、顧客の購買データをより直接的に
収集・分析できることを意味し、これが現在のモバイルオーダーやアプリ決済への布石となり、結果
として巨大な顧客データ（営業秘密）の蓄積という知財戦略上の優位性へと繋がっているのである。 

結論と今後の戦略的展望 
本報告書における多角的な分析の結果、日本マクドナルドホールディングスの知的財産戦略は、従
来型の製造業やIT企業に見られるような「自社での特許・商標の大量取得・保有」というパラダイムと
は全く異なる、高度に洗練された「グローバル・ライセンスの最大活用とノウハウの徹底保護」のモデ
ルであることが明らかになった。 
 
第一に、商標などの登録を必要とする知的財産権の保有は、グローバルな知財管理法人（SPV）に
完全に委ねることで、法人の運営リスクと知財リスクを切り離し、ブランドの強固なファイアウォール
を構築している。日本マクドナルドはこの強力なIPインフラをロイヤルティと引き換えに利用すること
で、自社の経営資源をローカライズされた商品開発、マーケティング、顧客体験の向上、およびフラ
ンチャイズ展開という「実行プロセス」に集中投下することができている。その結果が、2025年12月
期の売上高4,166億円、自己資本当期純利益率（ROE）12.7%、営業活動によるキャッシュ・フロー
532億円という財務成果として結実している[5]。 
 
第二に、フランチャイズ展開に不可欠な「ブランド（商標）」と「オペレーション（営業秘密・ノウハウ）」に
関する権利関係は、契約と司法を通じて極めて厳格に運用されている。最高裁判決における「グ
ループ表示としての混同の法理」や、知財高裁判決における「フランチャイズ解除と営業権（のれん）
の帰属」に関する過去の判例が示す通り、同社は自社の無形資産が不正に利用され、または混同
を招く事態に対しては断固たる法的措置を講じ、フランチャイズ・エコシステム全体の信用と価値を防
衛している。ブランドやのれんはあくまで一時的に貸与されるものであり、質的低下を招くフランチャ
イジーからは適法なプロセスを経て速やかに権利を回収するという実務が、ブランド価値の源泉を厳
格に保護している。 
 
第三に、今後の持続的成長の鍵を握るのは、「人的資本データとHRテクノロジー」という新たな形態
の営業秘密のマネジメントである。約300万人に及ぶアルムナイ・ネットワークを活用するための「
matchbox」の導入は、外部企業の持つ特許技術を活用しながら、自社内に「経験豊富な労働力の
オンデマンド供給システム」という他社が容易に模倣できないオペレーショナルな堀（モート）を構築
する先進的な戦略である。このような独自データの囲い込みと厳格な安全管理措置こそが、特許出
願に代わる現代の強力な知財戦略となっている。 
 
結論として、日本マクドナルドの知的財産戦略の本質は、「物理的な権利を所有しないことの強み」
を極限まで追求することにある。同社は、自社で膨大な特許維持費や開発リスクを負わない身軽さ
を活かしながら、米国から提供される絶対的な「商標」と「ノウハウ」を、日本市場における法令遵守、
データガバナンス、強固なサプライチェーン管理、そして最先端のテクノロジーパートナーシップとい
う「見えない防壁（営業秘密）」で包み込むことによって、巨大な企業価値を持続的に創出しているの
である。今後も同社は、物理的な権利保有に固執することなく、データの利活用とブランド・ガバナン



スを両輪とするアセットライトな知財戦略を推進し、日本市場の外食産業における圧倒的な競争優
位を維持し続けるものと予想される。 
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https://business.matchbox.jp/case/info-209 

https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran?hojinBango=5011101033783
https://info.gbiz.go.jp/hojin/ichiran?hojinBango=8011101029028
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-055108/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://www.mcd-holdings.co.jp/ir/summary/
https://www.mcd-holdings.co.jp/ir/library_financial_report/
https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html
https://www.courts.go.jp/ip/hanrei/index.html
https://www.mcdonalds.co.jp/privacy/
https://business.matchbox.jp/case/info-209

	日本マクドナルドホールディングスの知財戦略：ライセンス運用で価値を生む知財活用モデル 
	エグゼクティブサマリ 
	序論：外食産業における知的財産と事業モデルの融合の高度化 
	グローバル知財集中管理モデルの構造と戦略的意義 
	知的財産の所有と運用の完全な分離によるファイアウォール構築 
	米国マクドナルドとのマスターライセンス契約の重層的構造 

	知的財産活用による財務的成果と企業価値の創出 
	ブランド保護と不正競争防止法をめぐる法的係争の深い分析 
	著名商標の保護と混同の法理：最高裁判所判決の歴史的示唆 
	フランチャイズ契約の解除と無形資産（のれん）の帰属をめぐる知財高裁判決 

	営業秘密とデータガバナンス：次世代の知的財産としての人的資本管理 
	個人情報と営業秘密の厳格な保護体制と越境データ移転の管理 
	「matchbox」導入に見るHRテクノロジーの活用とノウハウの融合 

	事業上のリスク管理とサプライチェーンにおけるブランド防衛 
	マスターライセンス契約に内在する構造的リスクとガバナンス 
	サプライチェーンのインシデントと業務協定契約によるリスクヘッジ 
	決済手段の独自展開による顧客囲い込みとエコシステムの拡大 

	結論と今後の戦略的展望 
	引用文献 


